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終活は人生が終わることへの準備だけでなく、人

生をよりよく生きること。選択肢を知り、主体的に

生きること。わかりやすい終活情報発信メディア。

終活相談の中には専門家でなければできない独占業務があります。多くの専門家の方や士業さ

んは「もっと早く相談に来てくれたらよかったのに」と声を漏らします。元気なうちに相談するこ

とで、自己解決できることが見えたり、時間や費用が少なく済むことにも繋がります。タイパ＆コ

スパですね。わたしが伝えたい終活の重要性は実はここにあります。元気なうちに整えておくと

自分が納得のいくかたちの終活がすすめられます。今いる家族とのコミュニケーションも生まれ

てくるでしょう。人生の満足度UP♪★１１月5日(日)終活相談会イベントに参加させていただき

ます。地域みっちゃく情報誌「月刊マルータ」さま、はじめてのイベント！裏面に案内あり。

【発行】 終活ノオト☆きむらなみ
shukatsunote.k@gmail.com

★終活に関することをわかりやすく毎月発行しています ★配布設置場所受付中 ★誤字脱字等お許しください
★マルタス「ゆるい終活の集い～終活とは～」 （11/5）＋終活イベント「４０歳からの終活相談会」参加（11/5）＝
裏面にご案内★観音寺市・豊浜駅HOME「終活とは」＋看取り士コラボ★バックナンバーや終活・イベント情報（不
定期）は、右のQRコード公式LINEやInstagramでご確認ください。 ｂｙ 終活カウンセラー☆きむらなみ 終活ノオトSNS

☐  不動産一 覧を書き 出 し 、 把 握 を し て おき ま し ょ う 。

終活関係の相談をどこへすればよいかわからないと

悩まれている方は結構います。相談内容によって独

占業務があるため専門家が変わってきます。また、

相談料などが掛かってきますので、ちょっと気にな

ると思ったら、まずは自治体などが行っている無料

相談を利用してみると良いでしょう。死亡後に相続

放棄や限定承認を考えている場合、相続を知った日

から3カ月以内の手続きが必要です。所得税は4カ

月以内、相続税は10カ月以内に申告が必要になりま

すので、もしものことに対応できるよう、不安がある

なら、事前に相談しておくとよいでしょう。

相談の迷子になっていませんか？ ～士業（サムライ業）を知る～

早めに相談しておくことは、
タイパ＆コスパに繋がるかも！？

相続税関係は

「税理士さん」

不動産関係は

「司法書士さん」

争いごとが
ありそうなら

「弁護士さん」
など

ほかに地域包括支援セン
ターさん、社会福祉士さ
ん、ケアマネージャーさん、
また各種専門家などたく
さんの方が終活のお困り
ごとを支えてくれます！
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